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平成 22 年 3 月 19 日 
阿智村長 岡庭一雄 

 
阿智村及び飯田市、下伊那郡各町村では、地域産業の人材育成と新規高卒者等の

地元就職促進を目的に、平成 22 年 3 月卒業予定の新規高卒者等を雇用される事業

者のみなさまに対し奨励金を交付する制度を創設しました。 
つきましては当制度を積極的にご利用いただき、地域の生徒を雇用し将来にわた

る地域産業の担い手の育成のためご活用いただきますようお願い申し上げます。 

阿智村内に事業所又は事務所を有する事業者 
（国、地方公共団体その他これらに準ずるものを除きます）

 雇用した新規高卒者等（※1）1 人につき 50 万円を交付します。（一定の要件が

あります）

（※1）阿智村内又は飯田市及び下伊那郡内の中学校、高等学校及び飯田女子短期

大学、飯田ゆめみらい ICT カレッジ、長野県飯田技術専門校（普通課程に限る）、

飯田養護学校を平成 22 年 3 月に卒業した者で卒業後市内又は下伊那郡内に住所を

有するものをいう。（高等学校は定時制課程、通信制課程を含む。）

次の要件をすべて満たすことが必要です。（詳細はお問い合わせください） 
 
(1) 平成 22年 3月 1日から平成22年 9月 1日までの間に新規高卒者等を正規雇用

の常用労働者（※2）として雇用を開始し、かつ補助金交付後も引き続き正規雇用

の常用労働者として雇用することが確実と認められること。 
(2) 納期到来分の村税を完納していること。 
（※2）常用労働者とは次のいずれにも該当する者をいう。 

ア 期間の定めのない契約により雇用された者であること又は雇用された日の

翌日から６月以内に期間の定めのない契約により雇用された者であること、若

しくは事業者の所得税法上の専従者となっていること。 
イ パート、臨時職員、登録型派遣社員でないこと 

ただし雇用される者が飯田養護学校を卒業したものである場合はこの限りで

ない。 
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ウ 雇用保険、健康保険、厚生年金の被保険者として雇用されている者であるこ

と又は事業者の同居親族等であること（子、孫、兄弟姉妹、配偶者等） 

(1)交付申請

新規高卒者等の雇用を開始した日から 3月以内に「阿智村緊急雇用奨励補助金交

付申請書」に所定の書類を添えて阿智村役場に提出してください。 

 
※補助金交付要綱・要領、申請書様式は阿智村のホームページから 3 月下旬より

ダウンロードいただけます。また、直接阿智村役場へお申込みいただければ、郵送

などいたします。 

平成 22 年 4 月から平成 22 年 11 月末日まで

 

 阿智村役場 協働活動推進課 

 
〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場 483  

TEL 0265-43-2220 内線 512 

FAX 0265-43-2351 

E-mail：info@vi11.achi.nagano.jp 

URL http://www.vill.achi.nagano.jp/ 


